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衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
事
故
の
再
発
防
止
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
事
故
の
再
発
防
止
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

平
成
三
十
年
度
に
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
期
検
査
の

結
果
の
報
告
が
な
さ
れ
た
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
七
十
万
七
千
百
七
十
台
中
、
戸
開
走
行
保
護
装
置
が
設
置
さ
れ
て
い
る
台
数
は
十

六
万
二
千
八
百
八
台
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
当
該
装
置
の
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
な
い
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
三
万
五
千
二
百

七
十
六
台
で
あ
っ
た
。 

 
 

戸
開
走
行
保
護
装
置
に
つ
い
て
は
、
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
を
改
正
し
、
平
成

二
十
一
年
九
月
二
十
八
日
に
、
同
日
以
降
に
新
た
に
設
置
さ
れ
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
へ
の
設
置
を
義
務
付
け
た
ほ
か
、
同
日
よ

り
前
に
設
置
さ
れ
た
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
つ
い
て
も
、
設
置
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
捉
え
て
所
有
者
及
び
管

理
者
に
対
し
啓
発
を
行
う
よ
う
関
係
団
体
等
へ
要
請
す
る
と
と
も
に
、
防
災
・
安
全
交
付
金
の
交
付
等
に
よ
る
設
置
の
促
進

を
図
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
引
き
続
き
こ
の
よ
う
な
取
組
を
徹
底
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
と
考
え
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
適
切
に
維
持
管
理
す
る
責
務
は
一
義
的
に
は
所
有
者
が
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
製
造
業
者
か
ら
入
手



 

２ 

 

し
た
保
守
点
検
に
必
要
な
情
報
は
、
所
有
者
か
ら
保
守
点
検
業
者
に
提
供
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

 
 

こ
の
た
め
、
国
土
交
通
省
に
お
い
て
は
、
建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
）
を
改
正
し
、

平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
八
日
に
、
同
日
以
降
に
新
た
に
設
置
さ
れ
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
所
有
者
が
、
建
築
確
認
の
申
請
手

続
を
通
し
て
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
保
守
点
検
の
内
容
に
係
る
情
報
を
入
手
す
る
こ
と
と
な
る
よ
う
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
平
成
二
十
八
年
に
同
省
に
お
い
て
作
成
し
た
「
昇
降
機
の
適
切
な
維
持
管
理
に
関
す
る
指
針
」
に
お
い
て
、
全
て

の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
対
象
と
し
て
、
所
有
者
及
び
製
造
業
者
が
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
維
持
管
理
に
必
要
な
情
報
の
提
供
等
の

責
任
を
製
造
業
者
が
負
う
こ
と
を
売
買
契
約
等
に
お
い
て
明
確
に
す
る
こ
と
を
求
め
る
と
と
も
に
、
所
有
者
又
は
管
理
者

（
以
下
「
所
有
者
等
」
と
い
う
。
）
が
、
製
造
業
者
の
作
成
し
た
保
守
点
検
に
関
す
る
文
書
等
を
保
守
点
検
業
者
に
閲
覧
さ

せ
、
又
は
貸
与
す
る
こ
と
を
求
め
て
お
り
、
そ
の
上
で
こ
れ
ら
の
周
知
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 
 

さ
ら
に
、
同
年
に
製
造
業
者
団
体
宛
て
に
発
出
し
た
通
知
に
お
い
て
、
全
て
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
対
象
と
し
て
、
製
造
業

者
が
、
所
有
者
等
又
は
保
守
点
検
業
者
に
対
し
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
保
守
点
検
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
の
技
術
情
報
を
提
供
す
る
と

と
も
に
、
所
有
者
等
又
は
保
守
点
検
業
者
が
確
実
に
最
新
の
情
報
を
入
手
可
能
と
な
る
よ
う
対
応
す
る
こ
と
を
要
請
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 



 

３ 

 

 
 

引
き
続
き
こ
の
よ
う
な
取
組
を
徹
底
し
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
適
切
な
維
持
管
理
の
推
進
を
図
る
こ
と
が
重
要
と
考
え
て
い

る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

国
土
交
通
省
に
お
い
て
は
、
建
築
基
準
法
施
行
規
則
の
改
正
及
び
関
連
す
る
告
示
の
整
備
に
よ
り
、
平
成
二
十
年
四
月
一

日
か
ら
、
定
期
検
査
・
報
告
制
度
の
検
査
項
目
及
び
検
査
方
法
の
細
分
化
・
具
体
化
並
び
に
検
査
結
果
の
判
定
基
準
の
定
量

化
を
行
う
と
と
も
に
、
特
定
行
政
庁
へ
の
報
告
に
際
し
、
実
測
デ
ー
タ
等
を
記
載
し
た
検
査
結
果
表
や
写
真
の
添
付
を
義
務

付
け
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
建
築
基
準
法
第
八
条
の
趣
旨
に
鑑
み
、
所
有
者
等
が
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
適
切
な
維
持
管
理
を
行
え
る
よ
う
、
二
に

つ
い
て
で
述
べ
た
「
昇
降
機
の
適
切
な
維
持
管
理
に
関
す
る
指
針
」
、
平
成
二
十
八
年
に
同
省
に
お
い
て
作
成
し
た
「
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
保
守
・
点
検
業
務
標
準
契
約
書
」
並
び
に
同
年
に
所
有
者
団
体
及
び
製
造
業
者
団
体
宛
て
に
発
出
し
た
通
知
に
お

い
て
、
日
常
の
保
守
点
検
に
お
け
る
標
準
的
な
点
検
項
目
、
点
検
内
容
等
を
示
す
と
と
も
に
、
保
守
点
検
に
当
た
っ
て
実
測

デ
ー
タ
、
写
真
等
を
も
っ
て
報
告
す
る
こ
と
、
作
業
報
告
書
を
三
年
以
上
保
存
す
る
こ
と
等
を
求
め
て
お
り
、
そ
の
上
で
こ

れ
ら
の
周
知
を
図
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 



 

４ 

 

 
 

引
き
続
き
こ
の
よ
う
な
取
組
を
徹
底
し
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
適
切
な
維
持
管
理
の
推
進
を
図
る
こ
と
が
重
要
と
考
え
て
い

る
。 


